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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報を記憶する記憶素子と、前記記憶素子と電気的に接続するユニット電気接点と、を
有するユニットを着脱可能な、記録媒体に画像を形成する画像形成装置において、
　（Ｉ）前記ユニットが前記画像形成装置の装置本体に装着された際に、前記ユニット電
気接点と電気的に接続する本体電気接点を有するホルダ部材であって、前記ユニットに設
けられたユニット側位置決め部と係合して前記ユニットに対して前記ホルダ部材の位置決
めをおこなうホルダ側位置決め部と、揺動軸と、を有するホルダ部材と、
　（ＩＩ）前記ホルダ部材を、前記ユニット電気接点と前記本体電気接点が接続する方向
に付勢する付勢部材と、
　（ＩＩＩ）前記付勢部材の付勢力によって前記ホルダ部材が前記揺動軸を中心に回転可
能となるよう前記揺動軸を回転可能に支持し、更に、前記ホルダ側位置決め部が前記ユニ
ット側位置決め部と係合可能となるように前記揺動軸を、該揺動軸の軸方向と交差する方
向にスライド可能に支持する支持部材と、
　を有することを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記支持部材は、前記揺動軸を、前記本体電気接点と前記ユニット電気接点の当接方向
と略直交する平面内で移動可能に支持することを特徴とする請求項１に記載の画像形成装
置。
【請求項３】
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　前記ホルダ部材には、
　前記ホルダ部材が揺動可能な範囲を、所定の範囲内に規制する為の揺動範囲規制部を有
することを特徴とする請求項１または２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記本体電気接点と前記ユニット電気接点が電気的に接続する方向が、前記装置本体に
対する前記ユニットの着脱方向と略同じ方向であることを特徴とする請求項１，２または
３に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記画像形成装置は、
　前記ユニット電気接点と前記本体電気接点とが接続する方向に対して略直交する方向か
ら着脱可能な前記ユニットを有し、
　前記ユニットは、
　前記ホルダ側位置決め部に当接して前記ユニットをガイドするガイド部であって、前記
ユニットを前記装置本体に装着する方向において、前記ユニット側位置決め部の上流側に
設けられた、前記ホルダ側位置決め部を、前記付勢部材が前記ホルダ部材を付勢する方向
とは反対の方向へ押し込む押し込み部を有するガイド部を有することを特徴とする請求項
３に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記ユニットを前記装置本体に装着する過程において、
　前記位置決め部が、前記押し込み部から前記ユニット側位置決め部に移行する際に、
　前記ホルダ部材が、前記ユニット電気接点と前記本体電気接点とが接続する方向に揺動
することを特徴とする請求項５に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユニットを着脱可能な画像形成装置に関するものである。ここで、画像形成
装置としては、例えば電子写真複写機、電子写真プリンター（例えば、ＬＥＤプリンター
、レーザービームプリンター等）、電子写真ファクシミリ装置および電子写真ワードプロ
セッサー等が含まれる。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像形成装置では、作像に関わる部品をユニット化し、画像形成装置本体に対し
て着脱可能な構成としたものが一般的に提案されている。このように作像に関する部品を
ユニット化することで、部品の交換、修理、等のメンテナンス作業が簡易な操作で行える
という利点がある。
【０００３】
　また、これらのユニットと画像形成装置本体にはそれぞれ電気接続部が設けられており
、両者の電気接続部が当接することでユニットと画像形成装置本体が電気的に接続される
ものが提案されている（特許文献１参照）。
【０００４】
　ユニットと画像形成装置本体が電気的に接続されることで、両部材間のセンサ信号の伝
達、ユニットへの通電、ユニットに設けられた半導体記憶素子へのアクセスを実現するこ
とができる。
【特許文献１】特開２００３－１９５７２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記従来例における画像形成装置とユニットとの電気的接続を更に安定化さ
せたものである。
【０００６】
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　すなわち本発明は、低コスト化、及び機構全体の小型化を達成しつつ、安定して電気的
な接続を確保することが可能な画像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明は、情報を記憶する記憶素子と、前記記憶素子と電
気的に接続するユニット電気接点と、を有するユニットを着脱可能な、記録媒体に画像を
形成する画像形成装置において、（Ｉ）前記ユニットが前記画像形成装置の装置本体に装
着された際に、前記ユニット電気接点と電気的に接続する本体電気接点を有するホルダ部
材であって、前記ユニットに設けられたユニット側位置決め部と係合して前記ユニットに
対して前記ホルダ部材の位置決めをおこなうホルダ側位置決め部と、揺動軸と、を有する
ホルダ部材と、（ＩＩ）前記ホルダ部材を、前記ユニット電気接点と前記本体電気接点が
接続する方向に付勢する付勢部材と、（ＩＩＩ）前記付勢部材の付勢力によって前記ホル
ダ部材が前記揺動軸を中心に回転可能となるよう前記揺動軸を回転可能に支持し、更に、
前記ホルダ側位置決め部が前記ユニット側位置決め部と係合可能となるように前記揺動軸
を、該揺動軸の軸方向と交差する方向にスライド可能に支持する支持部材と、を有するこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、低コスト化、及び機構全体の小型化を達成しつつ、安定して電気的な
接続を確保することが可能な画像形成装置を提供することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下に図面を参照して、この発明を実施するための最良の形態を、例示的に詳しく説明
する。ただし、この実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対
配置などは、特に特定的な記載がない限りは、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣
旨のものではない。
【００１０】
（第１の実施の形態）
　図１～図３、図８を参照して、本発明の第１の実施の形態に係る画像形成装置について
説明する。
【００１１】
　［画像形成装置の全体構成］
　図８は、第１の実施の形態に係る画像形成装置の断面における概略構成を示すものであ
る。
【００１２】
　画像形成装置本体１の上部には、イエロー・マゼンタ・シアン・ブラック（以下、Ｙ、
Ｍ、Ｃ、Ｂｋとする）の計４色に対応したレーザスキャナ１０が備えられ、さらにその下
方には、各々の１次画像を形成する為のエンジン部分がレイアウトされている。
【００１３】
　ＰＣ（パーソナルコンピュータ）等の外部機器から送信されてきた印刷データは、画像
形成装置本体１の各駆動部を制御するコントローラで受信され、書き込み画像データとし
て各色のレーザスキャナ１０へ出力される。それぞれのレーザスキャナ１０は、対応する
像担持体としての感光ドラム１２上にレーザを照射し、感光ドラム１２の表面上に静電潜
像を形成する。
【００１４】
　エンジン部分はＹ、Ｍ、Ｃ、Ｂｋの各ステーションとも、トナーを供給する為のトナー
カートリッジ１５（ユニット）と、１次画像を形成する為のプロセスカートリッジ１１か
ら構成される。
【００１５】
　両カートリッジは、画像形成装置本体１に対して着脱可能に設けられており、消耗時に
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は新しいカートリッジとの交換が想定されている。
【００１６】
　プロセスカートリッジ１１は、感光ドラム１２と、感光ドラム１２の表面に均一な帯電
を施すための帯電器１３と、感光ドラム１２の表面にトナーを供給する現像器１４と、感
光ドラム１２に残留したトナーを除去するためのクリーナ１６とから構成される。
【００１７】
　画像形成時は、帯電器１３によって感光ドラム１２の表面が一様に帯電された後、レー
ザスキャナ１０から照射されるレーザ光によって感光ドラム１２の表面上に静電潜像が形
成され、その静電潜像に対して現像器１４からトナーが供給されトナー像が形成される。
【００１８】
　そして、感光ドラム１２の表面に形成されたトナー像は、感光ドラム１２の対向位置に
配置される中間転写ベルト３４へ転写される。この際、感光ドラム１２表面に残留したト
ナーはクリーナ１６によって除去され、不図示の廃トナー容器へ収納される。
【００１９】
　中間転写ベルト３４に転写されたトナー像(１次画像)は、中間転写ベルト３４の駆動ロ
ーラを兼ねる２次転写ローラ３１と、２次転写ローラ３１に対向する２次転写外ローラ２
４とのニップ部（２次転写部）においてシート上へ再転写（２次転写）される。この際、
２次転写部でシートへ転写されずに中間転写ベルト３４上に残留したトナーは、中間転写
ベルトクリーナ１８によって回収される。
【００２０】
　記録媒体であるシートを給送する給送部２１は、シート搬送の最上流に位置し、画像形
成装置本体１の下部に設けられている。給送部２１に積載収納されるシートは、給送ロー
ラ２０によって給送され、縦搬送パス２２を通り、搬送方向下流側へと搬送される。縦搬
送パス２２にはレジストローラ対２３が設けられており、ここでタイミングを合わされて
２次転写部へシートが１枚ずつ搬送される。
【００２１】
　２次転写部においてトナー像が転写されたシートは、トナー像を永久画像として定着す
るための定着部２５へ搬送され、シート上に画像が永久定着される。
【００２２】
　そして、画像が永久定着されたシートは排出ローラ２６へと続く排出搬送パスを通り、
排出部２７へ排出される。
【００２３】
　一方シートに両面印刷を施す時などは、そのまま排出搬送パスへ搬送されず、いったん
反転ローラ２８へ送られた後で両面搬送パス２９へ搬送される。そして両面搬送パス２９
を通って再び２次転写部へ搬送され、２次転写部においてトナー像が転写されることで両
面印刷が可能になる。
【００２４】
　上記のように構成される画像形成装置においては、作像に関する部品、定着に関する部
品、中間転写に関する部品等が、それぞれ交換可能なユニットとして画像形成装置本体１
に設けられている。
【００２５】
　そして、これら交換可能に設けられるユニットには、画像形成装置本体１とのインター
フェイスとして、ユニットを駆動・制御するために必要な電気接続部が設けられている。
【００２６】
　このような電気接続部を設ける目的は各々のユニットによって異なるが、代表的なもの
としては、高圧電圧供給用、アクチュエータ駆動用、信号伝達用、ユニットに設けられる
メモリタグへのアクセス用、などが挙げられる。そしてこれらの電気接続部においては、
安定した電気的な接続を実現するための電気接続機構が設けられている。
【００２７】
　［電気接続機構の構成］
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　以下、第１の実施の形態における電気接続機構の構成をよりわかりやすく説明するため
に、ユニットとして設けられるトナーカートリッジ１５に設けられるメモリタグ６１と、
画像形成装置本体１との電気的な接続について説明する。
【００２８】
　ここではユニットとしてトナーカートリッジ１５を用いた場合について説明するが、ト
ナーカートリッジ１５以外のユニットを用いる場合であっても、第１の実施の形態に係る
電気接続機構を適用することが可能である。
【００２９】
　なお、メモリタグ６１とは、プロセスカートリッジ１１、及びトナーカートリッジ１５
の作像動作に利用可能な情報を記憶するための部材である。また、一般的にメモリタグへ
のアクセスは抵抗値の低い対象物に対して低電圧でアクセスするため、アクセス状態が当
接点における当接状態の影響を非常に受けやすい。
【００３０】
　さらに、通信中に電気的な接続状態が不安定になるとメモリタグに記憶されたデータが
損傷を受ける恐れもあることから、上記で挙げた様々な電気接続部の中でも特に安定性が
要求される。
【００３１】
　そこで第１の実施の形態における電気接続機構は、画像形成装置本体１側の電極５６（
図１）とトナーカートリッジ１１側のメモリタグ６１（図２）の通信中に、電気的な接続
状態が不安定になることなく安定して電気的な接続を確保することが可能な機構とした。
【００３２】
　図１、図２に、第１の実施の形態における電気接続機構の概略構成を示す。また、図３
には、第１の実施の形態における電気接続機構の動作図を示す。
【００３３】
　第１の実施の形態に係る画像形成装置本体１には、トナーカートリッジ１５が着脱可能
である。そしてトナーカートリッジ１５は、記憶素子（不図示）と、記憶素子と電気的に
接続するユニット電気接点６１ａを有するメモリタグ６１（図２）を有する。そして、画
像形成装置本体１は、ユニット電気接点６１ａと対向する位置に、本体電気接点である電
極５６を有するタグコネクタ５５を有する（図１（ａ））。
【００３４】
　また電極５６は、ユニット電気接点６１ａとの当接に伴って弾性変形可能な構成である
。すなわち、トナーカートリッジ１５が装着される際に、電極５６がユニット電気接点６
１ａと当接しつつ所定量押し込まれることで、電極５６とユニット電気接点６１ａの間に
は、安定した当接圧を得ることが可能である。
【００３５】
　なお、第１の実施の形態においては、電極５６とユニット電気接点６１ａが電気的に接
続する方向が、画像形成装置本体１に対するトナーカートリッジ１５の着脱方向と略同じ
方向になるように構成される。なお、トナーカートリッジ１５を画像形成装置本体１に装
着する際の装着過程については後述する。
【００３６】
　また、電極５６とタグコネクタ５５は、揺動可能に構成される揺動ホルダ５０（ホルダ
部材）に支持される。さらに揺動ホルダ５０には揺動軸５１が形成され、揺動軸５１が画
像形成装置本体１に設けられるホルダ支持部材５７のスリット部５９に可動保持される（
図１（ａ））。
【００３７】
　また、ホルダ支持部材５７と揺動ホルダ５０の間には、揺動ホルダ５０を付勢する付勢
部材５８（図１（ｂ））が設けられており、揺動ホルダ５０を付勢することで、電極５６
がトナーカートリッジ１５側のユニット電気接点６１ａと接続する方向に揺動する。なお
、揺動ホルダ５０の揺動範囲は、揺動ホルダ５０に設けられる揺動範囲規制部５４によっ
て所定の範囲内に規制される（図１）。また、第１の実施の形態では、付勢部材５８とし
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て、ばね部材を用いた。
【００３８】
　また、第１の実施の形態におけるトナーカートリッジ１５は、画像形成装置本体１に設
けられる感光ドラム１２の軸線方向から着脱する構成である（図８）。そして、電極５６
と電気的な接続をとるユニット電気接点６１ａは、トナーカートリッジ１５の画像形成装
置本体１への装着方向（図２中の矢印Ａ方向）の側面に設けられる。また、メモリタグ６
１が設けられる側面には、揺動ホルダ５０をトナーカートリッジ１５に対して位置決めす
るための位置決め穴６２と、揺動ホルダ５０に形成される突き当て部５３が突き当たる突
き当て面６３が設けられる（図２）。
【００３９】
　［揺動ホルダの構成］
　以下、図１を参照して、上記のように構成される第１の実施の形態における電気接続機
構に用いられる揺動ホルダ５０の構成、特に（揺動ホルダの移動）、トナーカートリッジ
１５に対する（位置決めの構成）についてより詳しく説明を行う。
【００４０】
　（揺動ホルダの移動）
　第１の実施の形態における揺動ホルダ５０は、揺動軸５１を有し、揺動軸５１がホルダ
支持部材５７に形成されたスリット部５９（可動領域規制部）に可動保持され、さらに付
勢部材５８によって揺動ホルダ５０が図１中Ｚ方向に付勢される構成である。また、揺動
軸５１はスリット部５９に可動領域を規制されつつ、スリット５９内部で図１中Ｘ方向に
スライド可能に構成される。
【００４１】
　また、ホルダ支持部材５７と揺動ホルダ５０との間には隙間が形成されており、揺動ホ
ルダ５０は揺動軸５１方向（図１中Ｙ方向）にもスライドすることが可能である。
【００４２】
　すなわちこの構成によれば、揺動ホルダ５０は、電極５６とユニット電気接点６１ａの
当接方向と略直交する平面内（図１中Ｘ－Ｙ平面内）で、移動可能に構成される。
【００４３】
　さらに揺動ホルダ５０は、付勢部材５８によって電極５６とユニット電気接点６１ａの
当接方向（図１中Ｚ方向）に付勢される。なお、図１中Ｚ方向への揺動範囲は、揺動ホル
ダ５０に形成される揺動範囲規制部５４がホルダ支持部材５７に形成された穴部に嵌合す
ることで所定量以下に規制される。
【００４４】
　（揺動ホルダの位置決め）
　第１の実施の形態における電気接続機構においては、画像形成装置本体１側に設けられ
る揺動ホルダ５０に対して、トナーカートリッジ１５が押し込まれ、電極５６とユニット
電気接点６１ａが当接する構成である。この際にトナーカートリッジ１５に対して揺動ホ
ルダ５０を位置決めする構成について説明する。
【００４５】
　図１（ａ）に示すように、揺動ホルダ５０にはトナーカートリッジ１５に対して位置決
めを行うための凸状のホルダ側位置決め部である位置決めボス５２が２箇所設けられる。
そして、トナーカートリッジ１５には、揺動ホルダ５０に形成された位置決めボス５２に
対応する位置決め穴６２が２箇所設けられる。すなわち、位置決めボス５２がユニット側
位置決め部である位置決め穴６２に嵌合することで、揺動ホルダ５０がトナーカートリッ
ジ１５に対して位置決めされる。
【００４６】
　さらに、揺動ホルダ５０のトナーカートリッジ１５側に面する側面には、トナーカート
リッジ１５の表面に形成された突き当て面６３（図２）に当接する、突き当て部５３が形
成される。
【００４７】



(7) JP 5043493 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

　トナーカートリッジ１５を押し込んで装着する際、揺動ホルダ５０の突き当て部５３が
突き当て面６３に当接する位置までトナーカートリッジ１５を押し込むことで、電極５６
がユニット電気接点６１ａと十分な当接（接触）圧をもって当接した状態になる。
【００４８】
　また、トナーカートリッジ１５を押し込んで電気続部同士が当接した状態においては、
揺動ホルダ５０に対しては付勢部材５８から受ける付勢力と、揺動ホルダ５０が有する電
極５６がユニット電気接点６１ａから受ける当接圧と、が働く。この状態でも、付勢部材
５８による付勢力の大きさが当接圧よりも大きくなるように構成されるので、揺動ホルダ
５０に設けられた突き当て部５３は、トナーカートリッジ１５側の突き当て面６３（図２
）に確実に当接することが可能になる。
【００４９】
　［電気接続機構の動作］
　次に図３（ａ）～（ｃ）を参照して、上記のように構成される電気接続機構の動作につ
いて説明する。
【００５０】
　トナーカートリッジ１５を画像形成装置本体１に装着する前の状態では、揺動ホルダ５
０は付勢部材５８によって付勢され、その揺動範囲が揺動規制部材５４で規制される最大
位置に達するまで揺動する（図３（ａ））。
【００５１】
　その後トナーカートリッジ１５を押し込んでいくと、まず揺動ホルダ５０に形成される
位置決めボス５２がトナーカートリッジ１５に形成される位置決め穴６２へ導かれ、揺動
ホルダ５０がトナーカートリッジ１５に対して位置決めされる（図３（ｂ））。
【００５２】
　さらに揺動ホルダ５０側に設けられる電極５６とユニット電気接点６１ａが当接し、電
極５６が弾性変形を始める。そして揺動ホルダ５０に形成される突き当て部５３がトナー
カートリッジ１５に形成される突き当て面６３に当接し、その状態でトナーカートリッジ
１５を押し込み、それに伴い揺動ホルダ５０がホルダ支持部材５７側へ揺動する。
【００５３】
　トナーカートリッジ１５が装着された状態では、揺動ホルダ５０は所定の退避位置まで
押し込まれる（図３（ｃ））ことになる。この時、電極５６はトナーカートリッジ１５か
ら十分量押し込まれて弾性変形しており、電極５６とユニット電気接点６１ａは通信可能
な十分な当接圧をもって当接している。
【００５４】
　その後、画像形成装置本体１が駆動を開始すると、画像形成装置本体１の駆動時に発生
する振動、撓み等に起因して画像形成装置本体１に対するメモリタグ６１の相対位置が変
位する。すなわち、画像形成装置本体１側の電極５６とユニット電気接点６１ａの接続状
態が不安定になるおそれがある。
【００５５】
　しかしながら第１の実施の形態においては、メモリタグ６１が変位した場合でも、ユニ
ット電気接点６１ａの変位に画像形成装置本体１側の電極５６が追従して、画像形成装置
本体１の電極５６とユニット電気接点６１ａの接続状態を安定に保つ構成である。
【００５６】
　すなわち、電極５６とユニット電気接点６１ａの接続方向に実質的に直交な平面内への
ユニット電気接点６１ａの変位に対しては、揺動ホルダ５０に形成される揺動軸５１が、
ホルダ支持部材５７のスリット部５９で可動保持されることで追従することができる。よ
って、揺動ホルダ５０は、電極５６とユニット電気接点６１ａの当接方向に略直交な平面
内（図１中Ｘ－Ｙ平面内）で移動可能であるので、ユニット電気接点６１ａの変位に追従
でき、安定した接続状態を保つことが可能になる。
【００５７】
　また、電極５６とユニット電気接点６１ａの接続方向へのメモリタグ６１の変位に対し
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ては、付勢部材５８が揺動ホルダ５０を、電極５６がメモリタグ６１と当接する方向へ付
勢することで追従することができる。よって、揺動ホルダ５０は、電極５６とユニット電
気接点６１ａの当接方向に移動可能であるので、メモリタグ６１の変位に追従でき、安定
した接続状態を保つことが可能になる。
【００５８】
　さらに、揺動ホルダ５０に形成される突き当て部５３は、トナーカートリッジ１５の突
き当て面６３と当接状態を保つことが可能なので、電極５６とユニット電気接点６１ａの
当接圧は安定状態を保つことが可能である。なお、揺動に伴う電極５６とユニット電気接
点６１ａとの相対位置ズレは、当接点と揺動中心との位置関係より極微小量の変位に抑制
されるので、摺擦摩擦もほとんど生じない。
【００５９】
　以上より、第１の実施の形態における電気接続機構によれば、複雑な機構を用いること
なく簡易な構成で、画像形成装置本体１側の電極５６とトナーカートリッジ１５側のユニ
ット電気接点６１ａの接続状態を安定させることが可能になる。よって、低コスト化、及
び機構全体の小型化を達成しつつ、安定して電気的な接続を確保することが可能な画像形
成装置を提供することが可能になる。
【００６０】
　なお、第１の実施の形態においては、トナーカートリッジ１５に用いられるユニット電
気接点６１ａと画像形成装置本体１側の電極５６との接続状態について説明した。しかし
、第１の実施の形態に係る電気接続機構に用いられる部品はこの組合せに限定されるもの
ではない。
【００６１】
　すなわち、トナーカートリッジ１５、またはプロセスカートリッジ１１以外の着脱可能
に構成されるユニットに対しても第１の実施の形態の電機接続機構を適用することが出来
る。
【００６２】
　また、第１の実施の形態において、画像形成装置本体１に設けられる電極５６には弾性
変形可能なものを用い、さらにこの電極５６の弾性変形量を規制する突き当て部５３を揺
動ホルダ５０に設ける構成とした。
【００６３】
　しかしながら、画像形成装置本体１側の電極５６の数を１極（第１の実施の形態では２
極として説明した）とし、さらにその場合に電極５６を剛体とし、この電極５６を当接さ
せることで揺動ホルダ５０のユニット側に対する突き当てを兼ねさせてもよい。この場合
、当接圧は揺動ホルダ５０を付勢する付勢部材５８によって十分な当接圧を生じさせるこ
とが可能になる。
【００６４】
　また、電極５６が複数個ある構成であっても、必ずしも揺動ホルダ５０に突き当て部５
３を設ける必要はない。例えば、ユニットを画像形成装置本体側へ装着した状態で、電極
５６の弾性変形によって生じる総当接圧と、揺動ホルダ５０を付勢する付勢部材７５の付
勢力がほぼ均衡するように設定すればよい。そうすることで、揺動ホルダ５０に突き当て
部５３を設けなくとも安定した接続状態を保持することが可能になる。
【００６５】
　また、画像形成装置本体１側の電極５６に弾性部材を用いた場合に、電極５６の限界位
置までの弾性変形が許容されていたり、大きな当接圧が印加されても弊害がない場合は、
揺動ホルダ５０に突き当て部５３を設ける必要はない。
【００６６】
　また、第１の実施の形態では、揺動ホルダ５０を画像形成装置本体１側に設け、画像形
成装置本体１側の電極５６が移動可能な構成としたが、これとは反対に、ユニット側に揺
動ホルダ５０を設け、ユニット側の電気接続部を移動可能とする構成であってもよい。
【００６７】
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　すなわち、ユニット側に揺動ホルダ５０を設け、他方の画像形成装置本体１側の電極を
固定電極する構成であっても、第１の実施の形態に係る電気接続機構は適用できるもので
あり、上記で説明したものと同様の効果を得ることが可能になる。
【００６８】
　（第２の実施の形態）
　図４～図７を参照して、本発明の第２の実施の形態における電気接続機構について説明
する。図４，５は、第２の実施の形態における電気接続機構の概略構成図であり、図６，
７は、第２の実施の形態における電気接続機構の動作を示す図である。
【００６９】
　上記で説明した第１の実施の形態に係る電気接続機構は、トナーカートリッジ１５の着
脱方向と、画像形成装置本体１側の電極５６とトナーカートリッジ１５のユニット電気接
点６１ａの当接方向が略同一な場合について説明した。
【００７０】
　しかしながら、電気接続機構の構成はこれに限られるものではない。すなわち、トナー
カートリッジ１５を着脱方向と、画像形成装置本体１側の電極５６とトナーカートリッジ
１５側のユニット電気接点６１ａの当接方向が実質的に直交する場合であっても、本発明
における電気接続機構を適用することができる。
【００７１】
　第２の実施の形態では、トナーカートリッジ１５の着脱方向と、画像形成装置本体１側
の電極５６とトナーカートリッジ１５側のユニット電気接点６１ａの当接方向が略直交す
る場合について説明する。なお、［画像形成装置の全体構成］については、第１の実施の
形態と何ら異なるものではないので説明を省略し、ここでは［電気接続機構の構成］、［
揺動ホルダの構成］、［電気接続機構の動作］について説明を行う。
【００７２】
　［電気接続機構の構成］
　図４，図５に、第２の実施の形態における電気接続機構の概略構成を示す。また、図６
，図７には、第２の実施の形態における電気接続機構の動作図を示す。
【００７３】
　第２の実施の形態における画像形成装置本体１には、トナーカートリッジ１５に設けら
れるユニット電気接点６１ａと対向する位置に、電極５６を有するタグコネクタ５５を設
ける（図４）。
【００７４】
　また電極５６は、ユニット電気接点６１ａとの当接に伴って弾性変形可能に構成され、
トナーカートリッジ１５が装着される際に電極５６がユニット電気接点６１ａと当接しつ
つ所定量押し込まれることで、安定した当接圧が得られる構成である。なお、第２の実施
の形態においては、電極５６とユニット電気接点６１ａの当接方向が、画像形成装置本体
１に対するトナーカートリッジ１５の着脱方向（図５中矢印Ｂ方向）と略直交する方向に
なるように構成される。なお、トナーカートリッジ１５を画像形成装置本体１に着脱する
際の過程については後述する。
【００７５】
　また、電極５６およびタグコネクタ５５は、揺動可能に構成される揺動ホルダ５０に支
持される。揺動ホルダ５０には揺動軸５１が形成され、画像形成装置本体１に設けられる
ホルダ支持部材５７に可動保持される（図４（ａ））。
【００７６】
　また、ホルダ支持部材５７と揺動ホルダ５０の間には、揺動ホルダ５０を付勢する付勢
部材５８が設けられており、揺動ホルダ５０を付勢することで、電極５６がトナーカート
リッジ１５側のユニット電気接点６１ａと当接する方向に揺動する。なお、揺動ホルダ５
０の揺動範囲は、揺動ホルダ５０に設けられる揺動範囲規制部５４によって規制される（
図４）。また第２の実施の形態では、付勢部材５８として、ねじりコイルバネを用いた。
【００７７】
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　また、揺動ホルダ５０には、揺動端側に第１位置決めボス５２ａ（ホルダ側位置決め部
）、揺動中心側に第２位置決めボス５２ｂ（位置決め部）が設けられる。これらは揺動ホ
ルダ５０を、トナーカートリッジ１５に対して位置決めするためのものである。
【００７８】
　第２の実施の形態におけるトナーカートリッジ１５は、画像形成装置本体１に設けられ
る感光ドラム１２の軸線方向から着脱する構成である（図８）。そして、電極５６と電気
的な接続をとるメモリタグ６１は、トナーカートリッジ１５の画像形成装置本体１への装
着方向と平行な側面に設けられる。
【００７９】
　また、メモリタグ６１が設けられる側面には、突き当て面６３とガイド溝６４（ガイド
部）が形成されている。さらに、ガイド溝６４の底面にはカム面６５（位置決め部押し込
み部）とホルダ側位置決め部である位置決め穴６６（位置決め部固定部）が設けられてい
る（図５）。そして、ガイド溝６４に揺動ホルダ５０に設けられた第１、第２位置決めボ
ス５２ａ、５２ｂをガイドさせることで、ユニットの着脱方向をガイドし、揺動ホルダ５
０をトナーカートリッジ１５に対して位置決めする。
【００８０】
　［揺動ホルダの構成］
　以下、図４を参照して、上記のように構成される第２の実施の形態に係る電気接続機構
に用いられる揺動ホルダ５０の構成、特に（揺動ホルダの移動）、トナーカートリッジ１
５に対する（位置決めの構成）についてより詳しく説明を行う。
【００８１】
　（揺動ホルダの移動）
　第２の実施の形態における揺動ホルダ５０は、揺動軸５１を有し、揺動軸５１がホルダ
支持部材５７に形成されたスリット部５９（可動領域規制部）に可動保持され、さらに付
勢部材５８によって揺動ホルダ５０が図４中Ｚ方向に付勢される構成である。また、揺動
軸５１はスリット部５９に可動領域を規制されつつスライド可能に構成される。
【００８２】
　また、ホルダ支持部材５７と揺動ホルダ５０との間には隙間が形成されており、揺動ホ
ルダ５０は揺動軸５１方向（図４中Ｘ方向）にもスライドすることが可能である。
【００８３】
　すなわちこの構成によれば揺動ホルダ５０は、電極５６とユニット電気接点６１ａの当
接方向と略直交する平面内（図４中Ｘ－Ｙ平面）で、移動可能に構成される。
【００８４】
　さらに、揺動ホルダ５０は付勢部材５８によって、電極５６とユニット電気接点６１ａ
の当接方向（Ｚ方向）に付勢される。すなわち、揺動ホルダ５１は図中Ｚ方向にも移動可
能に構成される。なお、Ｚ方向への移動量は、揺動ホルダ５１に形成される揺動規制部材
５４がホルダ支持部材５７に形成された穴部に嵌合することで所定量以下に規制される。
【００８５】
　（揺動ホルダの位置決め）
　第２の実施の形態における電気接続機構においては、画像形成装置本体１側に設けられ
る揺動ホルダ５０に対して、トナーカートリッジ１５が押し込まれ、電極５６とユニット
電気接点６１ａが当接する構成である。この際に、トナーカートリッジ１５に対して揺動
ホルダ５０を位置決めする構成について説明する。
【００８６】
　図４に示すように、揺動ホルダ５０にはトナーカートリッジ１５に対して位置決めを行
うために、位置決め部としての凸状の第１位置決めボス５２ａと第２位置決めボス５２ｂ
が設けられる。そして、トナーカートリッジ１５には、第１、第２位置決めボス５２ａ、
ｂがガイドされるガイド部としてのガイド溝６４が設けられる。
【００８７】
　さらに、揺動ホルダ５０のトナーカートリッジ１５側に面する側面には、トナーカート
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リッジ１５の表面に形成された突き当て面６３（図２）に当接する、突き当て部５３が形
成される。
【００８８】
　以上の構成によれば、揺動ホルダ５０は、トナーカートリッジ１５に対して第１位置決
めボス５２ａ、第２位置決めボス５２ｂがガイド溝６４にガイドされることで、トナーカ
ートリッジ１５の着脱方向がガイドされる。さらに第１位置決めボス５２ａが、ガイド溝
６４に形成される位置決め穴６６（位置決め部固定部）に固定されることで、着脱方向の
位置決めがなされる（図４，５）。
【００８９】
　［電気接続機構の動作］
　次に図６（ａ）～（ｄ）、図７（ａ）～（ｃ）を参照して、上記のように構成される電
気接続機構の動作について説明する。
【００９０】
　（トナーカートリッジを装着する場合）
　トナーカートリッジ１５を画像形成装置本体１に装着する前の状態では、揺動ホルダ５
０は付勢部材５８によって、揺動規制部材５４で規制される最大位置まで揺動する（図６
（ａ））。
【００９１】
　その後、トナーカートリッジ１５を図６中矢印方向へ挿入すると、揺動ホルダ５０の揺
動側端部に設けられた第１位置決めボス５２ａの先端がガイド溝６４の底部に形成された
カム面６５（位置決め部押し込み部）によって押し込まれる。それにより、揺動ホルダ５
０はトナーカートリッジ１５から離れる方向へ揺動し、電極５６はトナーカートリッジ１
５と干渉しない位置へ退避する（図６（ｂ））。
【００９２】
　さらにトナーカートリッジ１５が挿入され、第１位置決めボス５２ａ、第２位置決めボ
ス５２ｂがガイド溝６４にガイドされてトナーカートリッジ１５の装着方向に直交する方
向の位置決めがなされる。
【００９３】
　そして、第１位置決めボス５２ａが、カム面６５から位置決め穴６６に移行し、トナー
カートリッジ１５が装着完了位置まで挿入されると、第１位置決めボス５２ａがトナーカ
ートリッジ１５の位置決め穴６６へ導かれ固定される（図６（ｃ））。そして、揺動ホル
ダ５０のトナーカートリッジ１５に対する位置決めが完了する（図６（ｄ））。
【００９４】
　この時、揺動ホルダ５０の突き当て部５３は、付勢部材５８によってトナーカートリッ
ジ１５の突き当て面６３と当接するため、電極５６はユニット電気接点６１ａとの通信が
可能な当接圧を生じるまで押し込まれ、所定の当接圧が確保される。
【００９５】
　トナーカートリッジ１５の装着が完了すると、揺動ホルダ５０も所定の退避位置まで押
し込まれる。この時、電極５６はトナーカートリッジ１５から十分量押し込まれて弾性変
形しており、電極５６とユニット電気接点６１ａは通信可能な当接圧をもって当接してい
る。
【００９６】
　その後画像形成装置本体１が駆動を開始すると、画像形成装置本体１の駆動時に発生す
る振動、撓み等に起因して画像形成装置本体１に対するメモリタグ６１の相対位置が変位
する。すなわち、画像形成装置本体１側の電極５６とユニット電気接点６１ａの接続状態
が不安定になるおそれがある。
【００９７】
　しかしながら第２の実施の形態においては、メモリタグ６１が変位した場合であっても
、メモリタグ６１の変位に画像形成装置本体１側の電極５６が追従して、画像形成装置本
体１側の電極とユニット電気接点６１ａの接続状態を安定に保つ構成である。



(12) JP 5043493 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

【００９８】
　すなわち、電極５６とユニット電気接点６１ａの当接方向に略直交する平面内における
ユニット電気接点６１ａの変位に対しては、揺動ホルダ５０に形成される揺動軸５１が、
ホルダ支持部材５７のスリット部５９で回転可能に係合することで追従できる。よって、
揺動ホルダ５０は、電極５６とユニット電気接点６１ａの当接方向に略直交な平面内（図
４中Ｘ－Ｙ平面内）で移動可能であるので、メモリタグ６１の変位に追従でき、安定した
接続状態を保つことが可能になる。
【００９９】
　また、電極５６とユニット電気接点６１ａの当接方向へのメモリタグ６１の変位に対し
ては、付勢部材５８が揺動ホルダ５０を、電極５６がメモリタグ６１と当接する方向へ付
勢することで追従することができる。よって、揺動ホルダ５０は、電極５６とユニット電
気接点６１ａの当接方向に移動可能であるので、メモリタグ６１の変位に追従でき、安定
した接続状態を保つことが可能になる。
【０１００】
　さらに、揺動ホルダ５０に形成される突き当て部５３は、トナーカートリッジ１５の突
き当て面６３と当接状態を保つことが可能なので、電極５６とユニット電気接点６１ａの
当接圧もほとんど変化がない。すなわち、安定した接続状態を保つことが可能になる。な
お、揺動に伴う電極５６とユニット電気接点６１ａとの相対位置ズレは、当接点と揺動中
心との位置関係より極微小量の変位に抑制されるので、摺擦摩擦もほとんど生じない。
【０１０１】
　（トナーカートリッジをはずす時）
　次に、図７（ａ）～（ｃ）を参照して、トナーカートリッジ１５を画像形成装置本体１
から引き抜いてはずす時の動作を説明する。
【０１０２】
　トナーカートリッジ１５の引き抜きを開始すると、揺動ホルダ５０はトナーカートリッ
ジ１５の動きに追従して、ホルダ支持部材５７に形成されるスリット部５９で許容される
スライド領域の端部まで移動する（図７（ａ））。
【０１０３】
　次に、第１位置決めボス５２ａが位置決め穴６６から力を受け、揺動ホルダ５０がトナ
ーカートリッジ１５から離間する方向へ揺動する。これに伴い、電極５６はユニット電気
接点６１ａから離間する（図７（ｂ））。
【０１０４】
　その後、トナーカートリッジ１５が抜き去られるまで、第１位置決めボス５２ａがガイ
ド溝６４にガイドされつつ、第１位置決めボス５２ａの先端がトナーカートリッジ１５の
カム面６５に当接することで、揺動ホルダ５０の退避状態が維持される（図７（ｃ））。
【０１０５】
　以上より、第２の実施の形態における電気接続機構によれば、複雑な機構を用いること
なく簡易な構成で、画像形成装置本体１の電極５６とトナーカートリッジ１５のユニット
電気接点６１ａの接続状態を安定させることが可能になる。よって、低コスト化、及び機
構全体の小型化を達成しつつ、安定して電気的な接続を確保することが可能な電気接続機
構およびこれを備える画像形成装置を提供することが可能になる。
【０１０６】
　なお、第２の実施の形態においては、トナーカートリッジ１５に用いられるユニット電
気接点６１ａと画像形成装置本体１側の電極５６との接続状態について説明した。しかし
、第２の実施の形態における電気接続機構に用いられる部品はこの組合せに限定されるも
のではない。
【０１０７】
　すなわち、トナーカートリッジ１５、またはプロセスカートリッジ１１以外の装置本体
に対して着脱可能に構成されるユニットに対しても適用することが出来る。
【０１０８】
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　また、第２の実施の形態において、画像形成装置本体１に設けられる電極５６には弾性
変形可能なものを用い、さらにこの電極５６の弾性変形量を規制する突き当て部５３を揺
動ホルダ５３に設けた。
【０１０９】
　しかしながら、画像形成装置本体１側の電極５６の数を１極（第２の実施の形態では２
極とした）とし、さらにその場合に電極５６を剛体とし、この電極５６の当接で揺動ホル
ダ５０のユニット側に対する突き当てを兼ねさせてもよい。この場合、当接圧は揺動ホル
ダ５０を付勢する付勢部材５８によって十分な当接圧を確保することができる。
【０１１０】
　また、電極５６が複数個ある構成であっても、必ずしも揺動ホルダ５０に突き当て部５
３を設ける必要はない。例えば、ユニットを画像形成装置本体側へ装着した状態で、電極
５６の弾性変形によって生じる総当接圧と、揺動ホルダ５０を付勢する付勢部材７５の付
勢力が、ほぼ均衡するように設定すればよい。そうすることで、揺動ホルダ５０に突き当
て部５３を設けなくとも安定した接続状態を保持することが可能になる。
【０１１１】
　また、画像形成装置本体１側の電極５６に弾性部材を用いた場合に、電極５６の限界位
置までの弾性変形が許容されていたり、大きな当接圧が印加されても弊害がない場合は、
揺動ホルダ５０に突き当て部５３を設ける必要はない。
【０１１２】
　また、第２の実施の形態では、揺動ホルダ５０を画像形成装置本体１側に設け、画像形
成装置本体１側の電極が移動可能な構成としたが、これとは反対にユニット側の電気接続
部を移動可能とする構成であってもよい。
【０１１３】
　すなわち、ユニット側に揺動ホルダ５０を設け他方の画像形成装置本体１側の電極を固
定電極する構成であっても、第１の実施の形態に係る電気接続機構は適用できるものであ
り、上記で説明ものと同様の効果を得ることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】第１の実施の形態における電気接続機構の概略構成図（装置本体側）
【図２】第１の実施の形態における電気接続機構の概略構成図（ユニット側）
【図３】第１の実施の形態における電気接続機構の動作図
【図４】第２の実施の形態における電気接続機構の概略構成図（装置本体側）
【図５】第２の実施の形態における電気接続機構の概略構成図（ユニット側）
【図６】第２の実施の形態における電気接続機構の動作図（装着時）
【図７】第２の実施の形態における電気接続機構の動作図（引き出す時）
【図８】第１の実施の形態に係る画像形成装置の概略構成図
【符号の説明】
【０１１５】
１　　　画像形成装置本体
１０　　レーザスキャナ
１１　　プロセスカートリッジ
１２　　感光ドラム
１５　　トナーカートリッジ
５０　　揺動ホルダ
５２　　位置決めボス
５４　　揺動範囲規制部
５６　　電極
５８　　付勢部材
５９　　スリット部
６１　　メモリタグ
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６１ａ　ユニット電気接点
６４　　ガイド溝
７１　　位置決めボス
７３　　（可動側の）電極
７４　　ガイド部材
７５　　付勢部材

【図１】 【図２】
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